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By reviewing the Schooling Support Program (SSP) and the Schooling Support Network (SSN) 
project 
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This article argues how the cooperation of institutions which support non-attendance children has been developed 

through the Schooling Support Program (SSP) and the Schooling Support Network (SSN) project. Before these two projects 
were implemented, even public institutions such as schools and boards of education did not cooperate sufficiently. The SSP 
suggested the necessity of cooperation among adaptation classes and relevant organizations. The SSN project developed 
regional networks throughout Japan and realized the cooperation. Some people say that the SSN project advanced cooperation 
between public institutions and private organizations such as NPO or free schools, but in fact few cases are reported in which 
the public institutions worked on the support together with the private organizations. So I think that these two projects mainly 
served to develop the cooperation between public institutions. 
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1．はじめに 

 

1-1．背景 

 不登校児童生徒への対応は、教員、家族、スクー

ルカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、適

応指導教室（教育支援センター）、フリースクール等
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様 な方 から行われている。 での が

な ースがあるため、 携 ト ー による

の 要 ・ 要 が指 されている（たとえば田

編 010）。 
の としても、学校が不 校 を 機

と 携して行うという発 は 1 年の文部省

「 校 問題への について」において され

た。 003 年の文部科学省の 「不 校への の

り方について」においては、「 携 ト ー に

よる 」は 本的な え方の一つとされており、

の際に 的機 の なら 、 間 や

等と 的に 携し、 に協力・ 完し うこと

の意義が大きいこと や、教育委員会は ト

ー くりや、 の中 的な機 の 備充実に め

る 要があること が されている1。 
「ス ー ・ ート・ ト ー 備事

業」（ 下 事業）は、学校・ ・ 機 が

携した地 る の ト ー を全 的に

することを意 して、 003 年度から 006 年度まで

行われた。 事業は 1 年度から 00 年度に行

われた「ス ー ・ ート・ ラ 」（

下 ）を した取り であった。 
 

 

1 年の 、不 校 を 携して行うこ

との 要 は に触れて られており、不 校に

する 研究協力者会 が 016 年 月にまとめた

「不 校 生 への に する最終 」でも、

学校と 、 機 、 間 の 的な 携を

める は に見受けられる。 
ここで になるのは、こうした や を受け

て、これまでどのような 携が実 してきたのかと

いうことである。 の実 を らかにすることで、

や が れ れどのような意義を っていた

のかを論じることができるだ う。 
と 事業は、 別の事例研究を いてこれ

まであまり取り上げられておら 、どのような事業

であったのか不 な が多い。ただし、先行研究に

おいて 事業は文部（科学）省の不 校 策の変

を する中で、 携の ト ー 作りを

行う事業として触れられてきた3。 

田は 事業について次のように ている。

文部科学省（文部省）は、学校内という 内をこ

えて、 ース ー を 間 が 要とする

経 を、 が 助するという仕 （ ）を 備

した。 の 果これ 、「不 校」に する研究委

という 式のもと、行政機 による ース ー

への教育 策上の が、 的に実 されてい

くことになる （ 田 00   1 ）。鈴木も、

事業などの取り をあげて 不 校 策にお

いて文部省が学校や教育委員会だけでなく、 指

導教 や 間 体、 を してきたことが ら

かである （鈴木 00   ）と ている。しか

し、 田も鈴木も、 事業で実際にどのような

携が行われたのかについては触れていない。 
し これらの事業における 間 体の は

的だったのではないだ うか。というのも、

事業の開 から 10 年 上がたった 、 しも

の 携 ト ー は 備されていないように思

われるからだ。例えば 011 年 で は ー

ス ー との 携 は見せているものの体制とし

ては不 であった（ 大不 校 ー  011）。
また、文部科学省が 016 年 月に行った「 ース

ー 等との 携に する実 」によれば、

ース ー 等が する全 の 区町村

教育委員会のう 、 上の 1 3 区町村教委が、

「特に 携の取 を行っていない」と している。 
事業が 携を 進したものであったのか

どうかを検 するためにも、 事業によって実際

にどのような 携 ト ー が されていたの

か、 や 事業を経て不 校 にどのような

変 が きたのかということは検討する 要がある。 
 
3  

 下では、ま 第 で や 事業が ま

る 前にはどのような 携が行われていたのかを先

行研究から検討し、学校と 指導教 のような

的機 士であっても 携は ではなかったこと

を す。 
 第 3 では 、第 では 事業の 要を

き、 において学校・ ・ 機 の 携の

要 が されたこと、 事業では の課題に取
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様 な方 から行われている。 での が

な ースがあるため、 携 ト ー による

の 要 ・ 要 が指 されている（たとえば田

編 010）。 
の としても、学校が不 校 を 機

と 携して行うという発 は 1 年の文部省

「 校 問題への について」において され

た。 003 年の文部科学省の 「不 校への の

り方について」においては、「 携 ト ー に

よる 」は 本的な え方の一つとされており、

の際に 的機 の なら 、 間 や

等と 的に 携し、 に協力・ 完し うこと

の意義が大きいこと や、教育委員会は ト

ー くりや、 の中 的な機 の 備充実に め

る 要があること が されている1。 
「ス ー ・ ート・ ト ー 備事

業」（ 下 事業）は、学校・ ・ 機 が

携した地 る の ト ー を全 的に

することを意 して、 003 年度から 006 年度まで

行われた。 事業は 1 年度から 00 年度に行

われた「ス ー ・ ート・ ラ 」（

下 ）を した取り であった。 
 

 

1 年の 、不 校 を 携して行うこ

との 要 は に触れて られており、不 校に

する 研究協力者会 が 016 年 月にまとめた

「不 校 生 への に する最終 」でも、

学校と 、 機 、 間 の 的な 携を

める は に見受けられる。 
ここで になるのは、こうした や を受け

て、これまでどのような 携が実 してきたのかと
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まであまり取り上げられておら 、どのような事業
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行う事業として触れられてきた3。 

田は 事業について次のように ている。
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えて、 ース ー を 間 が 要とする
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した。 の 果これ 、「不 校」に する研究委

という 式のもと、行政機 による ース ー

への教育 策上の が、 的に実 されてい

くことになる （ 田 00   1 ）。鈴木も、
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いて文部省が学校や教育委員会だけでなく、 指
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かである （鈴木 00   ）と ている。しか

し、 田も鈴木も、 事業で実際にどのような

携が行われたのかについては触れていない。 
し これらの事業における 間 体の は

的だったのではないだ うか。というのも、

事業の開 から 10 年 上がたった 、 しも

の 携 ト ー は 備されていないように思

われるからだ。例えば 011 年 で は ー
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また、文部科学省が 016 年 月に行った「 ース
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不 校 における 携の 開 

り んで ト ー が作られたことを す。 間

との 携は 発には行われなかったことから、これ

らの事業の意義は 的機 の 携体制を えたこと

にあると えられる。 
 

 

 

1 0 年  
 不 校 を 機 と 携して行うという方

は、1 年の文部省 「 校 問題への に

ついて」において された。 
この では、学校が 機 と日 から 携す

ることが大切であるということが されている。

携 手としては 指導教 、教育 ー、

などの 的機 が 切であるが、 的な指

導の機会が得られないあるいは 的機 に うこと

も な場 で本 や 者の もあり 切と

される場 は、 間の ・指導 も され

てよい と られている。 
こう見ると 的機 と 間 の われ方の が

つが、1 0 年 には 的な 機 であっても

携体制が っているわけではなかった。 
田と 部が全 33 の 指導教 に して行

った （1 3 教 が ）では、原 校に して

「 」を しているのは 3 1 、「行 の記 」

は 、「学 の記 」は となっていた。ま

た原 校の担当者と 期的に を取っているのは

1 であったことから、 生 の課程修了・

業 に 要な「平 の成 を 」する際の

や、進学等の原 となる指導要 の内容と わる問

題であると えられる （ 田、 部 1   3 ）

と られている。 
また、 田が全 663 の 教委に行った の

果（ 3 教委が ）、 指導教 を してい

る の 教委のう 、 指導教 の年間指導計

画を したり を受けたりしているのは

であり、入 の らかの 準を めているのは

であった。 生 の原 校との 携 も

ま ま である。1 年の により、学校外で

生 が ・指導を受けている場 も指導要 上

は いとすることができることになったが、原

校が指導要 を記入する際に、 6 0 の 教委は

原 校の校長に せており、 内で 一した手 き

を行っているのは 36 であった（ 田 1 ）。 
こうした 果から、学校、教育委員会、 指導

教 の は して ではなかったことが らか

となっている。 
 

000 年  
000 年 における不 校 の 携 に

ついて たものに、 （ 00 ）、 本（ 003）、
（ 01 ）がある。 

地 社会における不 校 機 と の ト

ー に した は、 機 の多 や ト

ー の発 度の地 を らかにした。 取 と

島 と東京都の一自治体と の 自治体を

とした の 果、い れも 的機 士の 携は

であった。 的機 と 間機 の は くない

が、 島 の ース ー の 者が

指導教 の指導員であったため行政 者や

ラーと い を っていたり、東京都 区で

は 的機 が 間の を得ていて 要に じて

者に を していたりと、 式の ト ー

外に ー な ト ー や やかなつな

がりの存 が らかになった。 
本は 携の不 さを指 している。政

ーによる不 校 の課題として、 とんどの教

育 ー（ 指導教 ）では、 町の

・生 、私 学校に する ・生 、

等の発 や のある ・生 、外

の ・生 、非行 のある ・生 は受け入

れられないことが多い こと、 的機 と 間 体

との間で が に 有されていないため、 的

な の 者が、 ース ース・ ース ー

や の会といった地 の 等を紹介している

は ないといわれる こと等をあげている（ 本 
003  3 ）。 本によれば、 の 携が不 で

あるだけでなく、教育 ーと学校という

的機 士であっても、 生 の受け入れ が

っていないとされている。 
は自身が不 校 策委員会の委員長を務めた
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都 の 区において 00 年から 006 年にかけて

自治体内の 機 に き取りを行った。 れによ

ると、 区には不 校にかかわる 機 として教

育 、 指導教 、 学 、 、

／ ース ー があり、 機 に ース

をつなげるための「教育 」が開 され

ていたが、 00 年度の での は 中学生

で わせて 1 しかなかった。すなわ 、生 ・

者や学校は 機 に をしていたのであり、

さまざまな機 が 助の手を ばしてはいたもの

の、 れらは に し、 助の ト ー に

さまざまな があった のである（  01   66
）。 機 がばらばらに をしているばかりか、

さらに 生 や 者の自 が されていた

ために、かえって不 校 生 の はい れの

機 、 機 にもつながっていないという

が きていた。 
これらから、 事業が まる 003年前後では、

学校と 機 や、 機 士の 携には地

があったことが される。 を経ても 機

の 携体制が ったわけではなく、 れ え 事

業では ト ー くりが 指されたのだと え

られる。 
 

 

文部（科学）省は、1 年と 003 年の い

れにおいても、 携が 体的にどのようなものであ

るかを していない。したがって をもって 携

と するかを に すことはできないが、 下

のことは 携というものを える上で参 になるだ

う。 
文部科学省が 01 年に教育 ー（ 指

導教 ）に して行った全 では、学校や教育

委員会との 携の がいくつか げられている。

ーと学校との 携の として、 の

の実 や の 等に する 有や、 生

の 会 への 方の参加、学校の トの

、進 指導について教 員と ー 員の協

といったことが げられており、 携行 として

の 有や会 への参加といったことが されて

いる。教育委員会との 携も 様で、文 や 問に

よる 有、 会 への 方の参加、不 校

策の会 や研修への参加などが げられている。 
上 の「 ース ー 等との 携に する実

」においては、教育委員会による 携の取 に

ついての は大別して、教育委員会 員の 、

事業や会 の ・委 、 の 、学校と

ース ー 等との 有の 進といったことがあ

げられていた。 
しかし、こうした行 が果たして 携であるのか

し 問がある。 こで、 携が行われる 的、

に することが 要ではないか。 
・ ・福 の の実 に して、山

中は「 携」を 助において、異なった 、

、 に する の 助者（ や非 的

な 助者を ）が、 では 成できない、 有

された を 成するために、 進的な協力

を じて行 や を 開する スである

（山中 003  ）と 義している。 の であ

るとはいえ、これは 一 の ライエ トに して

の や 助者の が 助を するのでは

なく、多様な あるいは非 的な 助者ら

が 助を すること （   1 ）に して

ていることであり、不 校 生 への にも

じるとこ がある。 では 成できない とは、

この場 第一には不 校 生 への である。

れをより かく見れば学校 のため、 手不

や 的 不 の のためなど、様 な が

存 していると思われる。 携を える際には、こ

の に する 要がある。 
こうしたことを に いて、 下では や

でどのような 携が行われたのかを検討してい

く。 
 
3 研究

 

 

『中等教育 』の 00 年1月 刊号は1
年度・ 000 年度における全 の の研究集 とな

っている。 れによれば の は 不 校問題

に するため、 指導教 や 間 などにお
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都 の 区において 00 年から 006 年にかけて

自治体内の 機 に き取りを行った。 れによ

ると、 区には不 校にかかわる 機 として教

育 、 指導教 、 学 、 、

／ ース ー があり、 機 に ース

をつなげるための「教育 」が開 され

ていたが、 00 年度の での は 中学生

で わせて 1 しかなかった。すなわ 、生 ・

者や学校は 機 に をしていたのであり、

さまざまな機 が 助の手を ばしてはいたもの

の、 れらは に し、 助の ト ー に

さまざまな があった のである（  01   66
）。 機 がばらばらに をしているばかりか、

さらに 生 や 者の自 が されていた

ために、かえって不 校 生 の はい れの

機 、 機 にもつながっていないという

が きていた。 
これらから、 事業が まる 003年前後では、

学校と 機 や、 機 士の 携には地

があったことが される。 を経ても 機

の 携体制が ったわけではなく、 れ え 事

業では ト ー くりが 指されたのだと え

られる。 
 

 

文部（科学）省は、1 年と 003 年の い

れにおいても、 携が 体的にどのようなものであ

るかを していない。したがって をもって 携

と するかを に すことはできないが、 下

のことは 携というものを える上で参 になるだ

う。 
文部科学省が 01 年に教育 ー（ 指

導教 ）に して行った全 では、学校や教育

委員会との 携の がいくつか げられている。

ーと学校との 携の として、 の

の実 や の 等に する 有や、 生

の 会 への 方の参加、学校の トの

、進 指導について教 員と ー 員の協

といったことが げられており、 携行 として

の 有や会 への参加といったことが されて

いる。教育委員会との 携も 様で、文 や 問に

よる 有、 会 への 方の参加、不 校

策の会 や研修への参加などが げられている。 
上 の「 ース ー 等との 携に する実

」においては、教育委員会による 携の取 に

ついての は大別して、教育委員会 員の 、

事業や会 の ・委 、 の 、学校と

ース ー 等との 有の 進といったことがあ

げられていた。 
しかし、こうした行 が果たして 携であるのか

し 問がある。 こで、 携が行われる 的、

に することが 要ではないか。 
・ ・福 の の実 に して、山

中は「 携」を 助において、異なった 、

、 に する の 助者（ や非 的

な 助者を ）が、 では 成できない、 有

された を 成するために、 進的な協力

を じて行 や を 開する スである

（山中 003  ）と 義している。 の であ

るとはいえ、これは 一 の ライエ トに して

の や 助者の が 助を するのでは

なく、多様な あるいは非 的な 助者ら

が 助を すること （   1 ）に して

ていることであり、不 校 生 への にも

じるとこ がある。 では 成できない とは、

この場 第一には不 校 生 への である。

れをより かく見れば学校 のため、 手不

や 的 不 の のためなど、様 な が

存 していると思われる。 携を える際には、こ

の に する 要がある。 
こうしたことを に いて、 下では や

でどのような 携が行われたのかを検討してい

く。 
 
3 研究

 

 

『中等教育 』の 00 年1月 刊号は1
年度・ 000 年度における全 の の研究集 とな

っている。 れによれば の は 不 校問題

に するため、 指導教 や 間 などにお

 

不 校 における 携の 開 

ける 的な は様 な体験 を じた

指導による学校 のための 方策に る 研

究を委 する（文部科学省 00   1 6 ）というこ

とである。 
研究の内容は、「 的 指導 教科指導、

別 、集 など、 的な

指導の り方」と「 体験的 指導 自 体験や

社会体験など、自 や意 を高め、集 への

力を う を した 指導の り方」の つが

ある。 
000 年度の 研究 は 63 であり、

う 間 は 36 だった。 間 の内 は、

、 が 、東京都、 奈 、

高 が 3 、新 、山 、 山 、福

が 、 、 木 、 、 、奈

、 取 、 山 が 1 であった（計 16 都

）。 研究は か年で委 されていたが、委 を

受けた 間 が 00 年度も 36 であること

から、 間への委 は 一 で 年間 された

ものだと思われる。 
 
3  

 においては 間 への委 が記 されてい

たものの、実際に委 を受けた 間 は全体の

であった。委 先の機 はどのようにして され

たのだ うか。 
「東京 ー 」の 者である 地は に

したものの、「 体 に、 に『学校

を 的』と いてない」という で 外とされ

た（ 地 00   1 ）。また、 間に らせる行

をとった は、ごくわ かで、中には文部省の方

と異なって「お は 間に す方 は全くありま

せん」と い切る 教育委員会まであったと て

いる（  1 3 ）。 
一方、 奈 で「 ース ースたまりば」を

している は、 が まる前の 1 年ご 、

教育委員会から 「『たまりば』のようなやり方をし

ていて、はたして子どもた は の後、どうなって

いるのかを て て しい」 と されている

（  006  11 ）。東京 ー 様こ らも学

校 を 的とはしていないが、 の後委 を受け

ている。これらのことから、 間 の 方 や

の え方が都 によって異なっていたこと

がうかがえる。 
日新 社が 1 年に全 の教育委員会を

に行ったア ートでは、研究委 先を 都

教委のう なくとも 6 は、委 先を文部省

に した に 間 を めなかったことが か

った。 としては 間 体が学校 を 的にし

ていないことが げられている6。また 日新 の別

の記事で、 玉 教委が 間 体に委 の をし

なかった が 間 体の実 を し切ってお

ら 、 られた ース ー に委 することにな

れば、 平感を くことになる と されている

。本記事によると、 教委が委 を したのは

町村教委だけ であり、最終的に 大

や上 など 町教委の 内にある 教

が の委 となっている。 先が全て委

を受けるわけではないことがわかる。 
これらのことから、 の研究 の委 先の

は、都 教育委員会が らかの に い

て 機 に ・ を行い、 れをうけて

機 が し、都 教育委員会が らかの

で した 機 を文部省に する、という

で行われていたと えられる。つまり、委 先の

には ・ の と の で の

が存 していたと えられる。 の際の 準は

都 によって異なっていたため、 間 の中

でも ・ ではじかれるものもあれば、

の ではじかれるものもあった。 
無作 ではなく の が行われたという

ことは、 都 の中でも「 ましい」 を行

っている 機 に委 されたということであるか

ら、 される 指導教 の取り は当 の平

的な よりも高い 準となっている があ

る。したがって、もし 1 で見た 1 0 年 の 指

導教 の よりも 携が になされているとして

も、 れがす て の成果であるとは い切れな

いことに 意が 要である。 
 
3 研究  

 都 の 果は、「 的 指導」と「体
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験的 指導」の実 と、「課題 問題 等の

」から成る。実 は れ れ 生 の不

校の 別に記 されている。 の は、

学校生 上の 、 あ ・非行、 無 力、

不安など 的 、 意 的な 、 と

いうように、「 生 の問題行 等生 指導上の

問題に する 」における が いられている。 
今 は「 的 指導」と「体験的 指導」

の つの実 と「課題 問題 」における、

学校・ ・ 機 ・ 間 体との 携の有無を

する。前 者については 中に「 と

携して」などと に 携の が いられている

場 外にも、学校での受け入れ の 備、担

や 者との 期的な ・ 問など、 の 助

者の協力行 が見られた場 にも 携があったと

なした。「課題 問題 」については、今後 携が

要だとする記 の有無を記 した。 
機 とは、 の 指導教 や教育委員会や

教育 、 、ス ー ラー、

・福 機 など、 間 体とは、不 校 を

行う 間 体である。 一都 内で 携の が

記 された場 があったが、 の制約上 携

の さを することはできないため、1 上は

一 に「有り」と なし、記 の有無だけを記 し

た。 
研究集 を見ると不 校の によって

生 への指導方 は い けられていたようである

が、 の は容 でない ースもあり（

という テ があるように）、また指導の り方

は今 の からは れる部 も多いので、

別の は行わなかった。 
このようにして 携の有無を した 果が次

ー の表 1 である。 
一見して「体験的 指導」は 委 先が

で行うことが多く、「 的 指導」は 的 携

して行われたことがわかる。学校との 携は、学校

での受け入れ の 備、担 との 期的な ・

問が であり、 の 「 の教 員」や

教 との 携が げられていた。 との 携はや

や ないが、 者が 携 手というよりも不 校

生 様に指導の と なされているような

が 見された。 
らかの 携は とんどの都 で されて

いるが、 れでも学校・ ・ 機 との 携は

課題とされている。 学や 学の との 携

体制が指導上 められたり、学校 の 切な イ

を見 めたりするために 要であるというも

のが多いが、学校や との課題に しては、

指導教 に子どもを けたことで教員や 者が安

してしまったり が れてしまったりする ー

スがいくつかの で課題としてあげられていた

（例えば 手 、京都 、奈 ）。ここにおいて

携は、学校や などの当事者が 機 とともに

に 的に わるための仕 として められ

ている。 
指導教 と学校、 指導教 と 、とい

った 1 1 の 携 は見受けられたが、 指導

教 のある 内の学校 士や、委 先の機 による

協 会など 機 3 者 上の ト ー は、

奈 （ 会 ）、 （ 研究 会 ）、

福 （ 内の 指導教 の宿 体験学 ）、

京都 （学校 会）、山 （ス ー ・

ート協 会）、の 例を できた。こうした ト

ー くりの例は であったが、 ト ー

くりの 要 自体はいくつかの で課題とされて

おり、不 校 生 の様 が ・多様 する

において、 、福 機 等との ト ー

の をいかにするか（京都 ）、 内の

指導教 の を めるとともに、 に 助でき

るような 携を検討していく 要がある （ ）

など、 事業につながる課題 が見受けられた。 
間 との 携については を いて

されておら 10、また 携が 要 だという も

なかった。ただし、 を 間にも委 していた 16
都 のう 、東京都、新 、 山 では 間

での事例が されており、東京都では の機

の 員からの紹介を受けたり、学校の 指導

学 と 間 の間の を取ったりした例が

されている。新 では 間 と不 校の当事者、

学校（担 等）の 者会 が によっては有 で

あることが されている。 
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験的 指導」の実 と、「課題 問題 等の

」から成る。実 は れ れ 生 の不

校の 別に記 されている。 の は、

学校生 上の 、 あ ・非行、 無 力、

不安など 的 、 意 的な 、 と

いうように、「 生 の問題行 等生 指導上の

問題に する 」における が いられている。 
今 は「 的 指導」と「体験的 指導」

の つの実 と「課題 問題 」における、

学校・ ・ 機 ・ 間 体との 携の有無を

する。前 者については 中に「 と

携して」などと に 携の が いられている

場 外にも、学校での受け入れ の 備、担

や 者との 期的な ・ 問など、 の 助

者の協力行 が見られた場 にも 携があったと

なした。「課題 問題 」については、今後 携が

要だとする記 の有無を記 した。 
機 とは、 の 指導教 や教育委員会や

教育 、 、ス ー ラー、

・福 機 など、 間 体とは、不 校 を

行う 間 体である。 一都 内で 携の が

記 された場 があったが、 の制約上 携

の さを することはできないため、1 上は

一 に「有り」と なし、記 の有無だけを記 し

た。 
研究集 を見ると不 校の によって

生 への指導方 は い けられていたようである

が、 の は容 でない ースもあり（

という テ があるように）、また指導の り方

は今 の からは れる部 も多いので、

別の は行わなかった。 
このようにして 携の有無を した 果が次

ー の表 1 である。 
一見して「体験的 指導」は 委 先が

で行うことが多く、「 的 指導」は 的 携

して行われたことがわかる。学校との 携は、学校

での受け入れ の 備、担 との 期的な ・

問が であり、 の 「 の教 員」や

教 との 携が げられていた。 との 携はや

や ないが、 者が 携 手というよりも不 校

生 様に指導の と なされているような

が 見された。 
らかの 携は とんどの都 で されて

いるが、 れでも学校・ ・ 機 との 携は

課題とされている。 学や 学の との 携

体制が指導上 められたり、学校 の 切な イ

を見 めたりするために 要であるというも

のが多いが、学校や との課題に しては、

指導教 に子どもを けたことで教員や 者が安

してしまったり が れてしまったりする ー

スがいくつかの で課題としてあげられていた

（例えば 手 、京都 、奈 ）。ここにおいて

携は、学校や などの当事者が 機 とともに

に 的に わるための仕 として められ

ている。 
指導教 と学校、 指導教 と 、とい

った 1 1 の 携 は見受けられたが、 指導

教 のある 内の学校 士や、委 先の機 による

協 会など 機 3 者 上の ト ー は、

奈 （ 会 ）、 （ 研究 会 ）、

福 （ 内の 指導教 の宿 体験学 ）、

京都 （学校 会）、山 （ス ー ・

ート協 会）、の 例を できた。こうした ト

ー くりの例は であったが、 ト ー

くりの 要 自体はいくつかの で課題とされて

おり、不 校 生 の様 が ・多様 する

において、 、福 機 等との ト ー

の をいかにするか（京都 ）、 内の

指導教 の を めるとともに、 に 助でき

るような 携を検討していく 要がある （ ）

など、 事業につながる課題 が見受けられた。 
間 との 携については を いて

されておら 10、また 携が 要 だという も

なかった。ただし、 を 間にも委 していた 16
都 のう 、東京都、新 、 山 では 間

での事例が されており、東京都では の機

の 員からの紹介を受けたり、学校の 指導

学 と 間 の間の を取ったりした例が

されている。新 では 間 と不 校の当事者、

学校（担 等）の 者会 が によっては有 で

あることが されている。 
 

7 

不 校 における 携の 開 

3 3  

 を委 された 指導教 が学校や 機

と 携しながら指導を行ったことが多くの都

で されていたが、学校や の協力を得られ

に課題が っていることも されていた。また、

を委 された機 士が 携した例は で、

の ト ー はあまり作られなかった。不 
 

表 1  委 先の外部との 携 11 

 

都道府県 間 間 間

6

6

3

東京 6

3

6

3

京

大

3

3

6

大

6

628 32 12 19 1 5 2 6 0 31 19 30 0

指 指
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な 携はこの か年の の でもあるが、

一方で 携の 要 、特に ト ー の 要 が

された は、の の につながる成果であっ

たと えられる。 
田（1 ）が した では教育委員会が

指導教 の を に しているとは い

かったが、 の実 や委 先の の過程で

的に が行われる。教育委員会と 指導教 と

いう 的機 士の も の成果だったと

えられる。 
 

 

 
文部科学省の事業 1 によれば、不 校の様

が多様 する中、教育 ー等の 存の

機 の を まえると、 しも な

が行き届いているとは い い である こと

から、不 校 生 の 期発見・ 期 をはじ

め、より一 きめ かな を行うため、教員や指

導員の研修、 への 問指導など、不 校 策に

する中 的機 （ス ー ・ ート・

ー）を充実し、学校・ ・ 機 が 携した

地 る の ート ステ を 備する ことが

事業の である。 
ト ー を するだけでなく、 都

の地 ト ー において、学校、教育

ー（ 指導教 ）、 機 （ 年教育 、

、 院、 等）、 間 ・

等が 携した 果的な不 校 策の ト ー の

り方について、地 の実 に じた研究 を行う

ことが意 されている。 
ス ー ・ ート・ ー（ 下 ）

は、 都 に一つの （教育 ーや

指導教 などを ）と の下に地 （

区教育 ーや 指導教 を ）が約 00
され、 れ れが ト ー と地

ト ー の中 となることが されている（

1）。 と異なって、 事業ではあらかじめ委

先が文部科学省によってある程度 められていたよ

うである。 

この事業は、 学校・教育 ー・ 機

等における ・ の 進、教員・指導

員への研修の機会の充実等、一 の 果が得られて

いる とされている。一方で課題は、 町村を え

た 携による 、 問指導の 研修・

ア の 備、 者への 、不 校 生

の自 に けた 等 であったとされている。 
上が文部科学省による である。 事業は、

を中 とした地 る の ート ト ー

の 備、 果的な ト ー の り方の研究が

行われることになっており、 の取り を前進

させるものだと えられる。しかし、実際にどのよ

うな ト ー が 成されたのかは らかではな

い。 
下では、 と地 によって実際に

成された ト ー の実 を らかにし、

の課題であった学校・ ・ 機 との 携と、

機 士の 携の つについて を行う。 
ただし、今 入手できている は、都 に

よる 事業の が つ、 のものが1つ、

の事例に触れている論文が 3 つと、 的に不 で

ある。 のことに 意しつつ、 事業の実 を部

的にでも らかにしていきたい。 
 

 

に された としての 割が

的に果たされたのは であった。 
教育研究 は として、 機

との 携を りつつ 内 1 の地 の地

ト ー くりを してきた。 体的な取り

として、不 校に する 的な 研究、教員

指導教 の指導員等を とした研修、地

指導教 に する 、 バ

くりが げられている。 の際 の担

当者が の 事業を しており、「 ト

ー の充実に する 研究」を とした取 を

進し、特に 内地 の担当者に する研修の

充実に力を いでいる と の取り を紹介

している（ 教育研究  00   3 ）。 
の では、 の成果を まえて、 指

導教 から を げた学校・地 ・ 機 等との
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な 携はこの か年の の でもあるが、

一方で 携の 要 、特に ト ー の 要 が

された は、の の につながる成果であっ

たと えられる。

田（1 ）が した では教育委員会が

指導教 の を に しているとは い

かったが、 の実 や委 先の の過程で

的に が行われる。教育委員会と 指導教 と

いう 的機 士の も の成果だったと

えられる。

 

文部科学省の事業 1 によれば、不 校の様

が多様 する中、教育 ー等の 存の

機 の を まえると、 しも な

が行き届いているとは い い である こと

から、不 校 生 の 期発見・ 期 をはじ

め、より一 きめ かな を行うため、教員や指

導員の研修、 への 問指導など、不 校 策に

する中 的機 （ス ー ・ ート・

ー）を充実し、学校・ ・ 機 が 携した

地 る の ート ステ を 備する ことが

事業の である。

ト ー を するだけでなく、 都

の地 ト ー において、学校、教育

ー（ 指導教 ）、 機 （ 年教育 、

、 院、 等）、 間 ・

等が 携した 果的な不 校 策の ト ー の

り方について、地 の実 に じた研究 を行う

ことが意 されている。

ス ー ・ ート・ ー（ 下 ）

は、 都 に一つの （教育 ーや

指導教 などを ）と の下に地 （

区教育 ーや 指導教 を ）が約 00
され、 れ れが ト ー と地

ト ー の中 となることが されている（

1）。 と異なって、 事業ではあらかじめ委

先が文部科学省によってある程度 められていたよ

うである。

この事業は、 学校・教育 ー・ 機

等における ・ の 進、教員・指導

員への研修の機会の充実等、一 の 果が得られて

いる とされている。一方で課題は、 町村を え

た 携による 、 問指導の 研修・

ア の 備、 者への 、不 校 生

の自 に けた 等 であったとされている。

上が文部科学省による である。 事業は、

を中 とした地 る の ート ト ー

の 備、 果的な ト ー の り方の研究が

行われることになっており、 の取り を前進

させるものだと えられる。しかし、実際にどのよ

うな ト ー が 成されたのかは らかではな

い。

下では、 と地 によって実際に

成された ト ー の実 を らかにし、

の課題であった学校・ ・ 機 との 携と、

機 士の 携の つについて を行う。

ただし、今 入手できている は、都 に

よる 事業の が つ、 のものが1つ、

の事例に触れている論文が 3 つと、 的に不 で

ある。 のことに 意しつつ、 事業の実 を部

的にでも らかにしていきたい。

に された としての 割が

的に果たされたのは であった。

教育研究 は として、 機

との 携を りつつ 内 1 の地 の地

ト ー くりを してきた。 体的な取り

として、不 校に する 的な 研究、教員

指導教 の指導員等を とした研修、地

指導教 に する 、 バ

くりが げられている。 の際 の担

当者が の 事業を しており、「 ト

ー の充実に する 研究」を とした取 を

進し、特に 内地 の担当者に する研修の

充実に力を いでいる と の取り を紹介

している（ 教育研究 00   3 ）。

の では、 の成果を まえて、 指

導教 から を げた学校・地 ・ 機 等との

 

不 校 における 携の 開 

携を実 するために 事業が実 された。

教育 ーが を担い、「 内地

担当者等研修会の充実」に取り んだ。 内の地

担当者や 指導教 担当者が一 に会し研修

を めることによって 携を にするとともに、

義・ を して、 や 指導教 での日

の実 に生かすことのできる ・ の 得を

めざす ことを 的として、6 日間の研修が行われ

た（ 教育 ー 00   3 ）。

1  事業の （文部科学省の事業 を に筆者作成） 

教員や指導員への研修は、 を見る り

では行われなかった。 教育 ーは

として 00 ・ 006 年度の 研究の

をまとめているが、研究の 題は 自 体験や社

会体験など、自 と自 存 感を高め、集

への 力を う を じた 指導の り方  
であった（ 教育 ー 00   3 ）。こ

れは「 ラ 開発」にあたる取り だ

ったと えられる。 
このような研修や ラ 開発といった

取り は、 機 が 別に 果的な を研

究していた の から、 の高い 見を

機 に安 して する へと前進したもの

だと えられる。例えば では 指導教 の

指導員の多くが 年 わるため 的な指導・ 助

に課題があったが、 年 期的に研修を行うことで、

指導員の力 を安 させることが になる。 
しかし、研修等はややもすると一方的で、 携と

いうには 方 に ける。 で行われた研修

の内容は「 成的 ー エ ー」や「子

どもの発 課題と不 校 生 の について」

など、子どもとの き い方に するものが多く、

学校や 者との 携の仕方などは 題とされてい

ない。こうした研修自体は 携というよりも し

前 の 者に する後方 の取り であると

えられる。 

、
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山 教育 ーは、 の として

の 割と課題について、次のようにまとめている。 
 

地 が不 校 生 ・ 者・学校に

して 的な を行うのに して、

は地 にとって有 な の と

的な見地からの助 を行う「 ース ー」

「コ テー ー」としての 割

のあることを にした。 の一方で、行

での 携をどのように 開するかが課題と

なった。（ 、山 、 内 00   3 ） 

 

今 取り上げたいくつかの取り を見る りで

はあるが、 山 だけでなく、 は不 校

生 や 者に する 的な よりも、「

ース ー」「コ テー ー」とし

て後方 を行う があった。 れ自体は 要な

割であるものの、行 での 携が課題とな

るのである。 
では は後方 の を行っていたのか

というと、 うではない。 や 島 では、「

ース ー」や「コ テー ー」

の 割を えた ト ー 作りの行 が見られ、

島 では が前 に たことが され

ている。 
島 では、 教育研究 内に された

指導教 「う 教 」（ 1 、非 1 ）

が地 と を兼 ていた。 されて

いる は 下の 。 
教育委員会不 校問題 策協 会におい

て事業計画 、 不 校問題 協 会に

おいて 内 中学校・ 業高校の不 校問題

担当教 に事業 、 地 を 問し、

に する要 を する、 教育委員会学校

政策課と上記の要 について検討し、 学校・

への 問 の 意 を する、 内 指導教

会において における 問指導

員の 内容を する。 
において 問指導員の 務内容は 指導教

の指導員や ラーの 上のために 切

な指導助 を える 、 不 校 生 に わって

いる指導員、 ラー、教 、 者の ー

トを行う などと されており、不 校 生

に する者に指導助 を行うというやはり後方

的なものであった。しかし の 果、 問指導

員は 本的に 教 の要 に えることができるこ

ととされた。 れによって、 生の

や 指導教 の や行事への参加などの で、

もまた不 校 生 に わること

になったと えられる。 
また、地 への 問によって、 問指導員を

介とした ト ー が された。 かに

も 指導教 行事や 内 指導教

会を開 したり、 福 課と を

行ったりと、 教育研究 を中 とした 指導教

間の ・ 携・ ト ー に取り んだ。 
では 6 の 指導教 「やすらぎ教

」が地 となり、 の中の「やすらぎ 教

」が を担った。 な取り として

の 指導教 との ト ー くり、外部

機 や教育機 との 携、体験的 ラ におけ

る 間 の 、 会の開 、研修員の地

区別 研修会の開 、 指導教 の

宿、 機 に する など があげられて

いる（高 00   63 ）。 
ト ー 作りの取り はいくつか存

していた。しかし、文部科学省の事業 におい

て 町村を えた 携が課題とされていたことから、

多くの都 では研修等の後方 にとどまって

いたのではないかと思われる。研修の場を 介とし

て 者が を取り うようになるということ

もあるだ うが、 町村 を える 携には

の を った都 の が仕 く

りを 導する 要がある。 
 

 

教育研究 による地 の事例集は

地 の取り を「学校との 携協力」「地

ト ー くり」「地 ー 等による 」

の 3 つにまとめている。ここでは の 3 つの を

いて、いくつかの地 の取り を した

い。 
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山 教育 ーは、 の として

の 割と課題について、次のようにまとめている。 
 

地 が不 校 生 ・ 者・学校に

して 的な を行うのに して、

は地 にとって有 な の と

的な見地からの助 を行う「 ース ー」

「コ テー ー」としての 割

のあることを にした。 の一方で、行

での 携をどのように 開するかが課題と

なった。（ 、山 、 内 00   3 ） 

 

今 取り上げたいくつかの取り を見る りで

はあるが、 山 だけでなく、 は不 校

生 や 者に する 的な よりも、「

ース ー」「コ テー ー」とし

て後方 を行う があった。 れ自体は 要な

割であるものの、行 での 携が課題とな

るのである。 
では は後方 の を行っていたのか

というと、 うではない。 や 島 では、「

ース ー」や「コ テー ー」

の 割を えた ト ー 作りの行 が見られ、

島 では が前 に たことが され

ている。 
島 では、 教育研究 内に された

指導教 「う 教 」（ 1 、非 1 ）

が地 と を兼 ていた。 されて

いる は 下の 。 
教育委員会不 校問題 策協 会におい

て事業計画 、 不 校問題 協 会に

おいて 内 中学校・ 業高校の不 校問題

担当教 に事業 、 地 を 問し、

に する要 を する、 教育委員会学校

政策課と上記の要 について検討し、 学校・

への 問 の 意 を する、 内 指導教

会において における 問指導

員の 内容を する。 
において 問指導員の 務内容は 指導教

の指導員や ラーの 上のために 切

な指導助 を える 、 不 校 生 に わって

いる指導員、 ラー、教 、 者の ー

トを行う などと されており、不 校 生

に する者に指導助 を行うというやはり後方

的なものであった。しかし の 果、 問指導

員は 本的に 教 の要 に えることができるこ

ととされた。 れによって、 生の

や 指導教 の や行事への参加などの で、

もまた不 校 生 に わること

になったと えられる。 
また、地 への 問によって、 問指導員を

介とした ト ー が された。 かに

も 指導教 行事や 内 指導教

会を開 したり、 福 課と を

行ったりと、 教育研究 を中 とした 指導教

間の ・ 携・ ト ー に取り んだ。 
では 6 の 指導教 「やすらぎ教

」が地 となり、 の中の「やすらぎ 教

」が を担った。 な取り として

の 指導教 との ト ー くり、外部

機 や教育機 との 携、体験的 ラ におけ

る 間 の 、 会の開 、研修員の地

区別 研修会の開 、 指導教 の

宿、 機 に する など があげられて

いる（高 00   63 ）。 
ト ー 作りの取り はいくつか存

していた。しかし、文部科学省の事業 におい

て 町村を えた 携が課題とされていたことから、

多くの都 では研修等の後方 にとどまって

いたのではないかと思われる。研修の場を 介とし

て 者が を取り うようになるということ

もあるだ うが、 町村 を える 携には

の を った都 の が仕 く

りを 導する 要がある。 
 

 

教育研究 による地 の事例集は

地 の取り を「学校との 携協力」「地

ト ー くり」「地 ー 等による 」

の 3 つにまとめている。ここでは の 3 つの を

いて、いくつかの地 の取り を した

い。 

11 

不 校 における 携の 開 

 
学校との 携協力 

の地 は、不 校の を るために

教 員 けの研修会や 者 けの 会を実 す

るといった教 員や 者への後方 にとどまら

、教 員 けに 指導教 見学会を行い、指導

員と教 員の と の後の日 的な 携を実 し

ている。また、学校から 月 される

を いて地 が不 校 の 生 の

を したり、学校と に生 のア ス ト

を行ったりしたことで、 に いた を

行った。こうした取り は、学校と 指導教

が を取り うというような な 携よりも

的な行 携の とつのあり方である。 
高は、 の「やすらぎ 教 」では、地

となって 年 に教 の 方 や 体制が

ったことで外部機 ・学校・ 者との 携がス

ー になり、 かった教 が子どもの を一手

に引き受けるのでなく、 れ れの 場から協 し

て子どもた を する体制に トすることがで

きるようになった と ている（高 00   63 ）。 
これら 例からは、学校や 者と 指導教

が協 で に取り んでいることがうかがえる。

これはまさに で課題とされていたことであった。 
 
地 ト ー くり 

では、 ース ー を め日 的に 携

する 機 の不 校 策協力者会 が新 に開

された か、 学指導委員会や ト

ー 協 会、 問題 会等、 存の に不

校 策協力者会 としての機 を 加した事例が

されている。 
存の や ト ー を した例は にも

ある。 の つの地 の とつである

教育委員会は、地 携の実 体として

不 校 ト ー を した。参加 体は

体や 間企業、大学などが まれており、教育

委員会が から の 事業で ってきた 地

携の や力となってくれる 存の 的・社会的

の が された（  00   0 0 ）13。

の中 地区では に地区 員 協 会が

あり、 町村 を えた の 携を するため

にこの協 会の充実が られた。 
 
地 ー 等による  

では、前 の ト ー を とした地

ー の 成、 の 指導教 間や 間

ース ー との 携によって、不 校 生

を とした体験 や 問指導などが行われた。

者間の ト ー 作りの も行われた。 
「やすらぎ 教 」は地 事業として、地

内の学校 問、地 内の 町 の 指導教 や

や 院、 の ーや 発

ー等の外部 機 との 携、学

ラ ティアやスー ーバイ ーなどの外部

の 、不 校の子どもを える の会（年間 ）

の開 などに取り んだ（高 00   63 6 ）。 
大 の 事業の取り では、 指

導教 、 携学校、教育研究 などが会 や 研

究、体験 ラ の実 を して 携し、地

る の ト ー を 成していた（中村 
00 ）。 

では、 不 校 ト ー によ

って の しや研修会・ 、自 体験 、

場見学や 場体験等の社会体験 、研究

、 、 学 などが行われた（

 00   11 ）。 
このように、 指導教 と外部 からなる

ー なり ト ー なりによる体験 や学

などを行った例がいくつかある。 の で「体

験的 指導」は とんど 指導教 が で実

していたことを えると、 事業では「体験的

指導」における 指導教 と 機 との

携が されたと えられる。 
 
3  

はじめに見たように、これまで 事業は ー

ス ー 等も めた 携を 進したものと な

されてきた。 事業の においても、 間

は 携 手として地 ト ー 内に記され

ていた。しかし、 では ース ー を め

て 携を行った例が されていたものの、地

115
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ト ー に ース ー 等の 間 体が まれ

ている例は ない。 
このことの はいくつか できる1 が、実際

上の問題として、多くの地 に ース ー 等が

存 していなかったからではないだ うか。 
文部科学省が 01 年に実 した「 ・中学校に

っていない義務教育 の子 が う 間の 体・

に する 」によれば、 ース ー

等の 間 体は あるが、 手 や福 など

が1 である一方で東京都には であるよ

うに、 は地 がある。また のう

6 は 000 年 に されたものである（文部

科学省 01 ）。 
本山は全 に ース ー と 指導教 が

れ れ 36 、1 されているとしたう

えで、全 1 の 区町村のう 区町村

（ ）は ース ー も 指導教 もど

らも されていないことを らかにした（本山 
011  3 ）。 ース ー が されているのは

区町村（13 0 ）にすぎない1 。このような

は 003 年ご も 様だったかあるいは一

際 っていたのではないか。したがって の当 、

担当する地 内に 携 な 間 体が してい

た は られていたと思われる。 
 

 

事業では、 で課題とされた学校・ ・

機 の 携や、 機 士の 携に進 が見

られた。 は の ト ー 作りの 割

を っていたが、実際は に研修等で地 への

後方 を行っていた。一方地 は地 ト

ー の と協 による を行っていた。特に

「体験的 指導」に する 携が の に

て進 した。 
事業は における 本的な え方の「 携

ト ー による 」を充実させるものとして

成果をあげたと えられる。しかし、 の 携を

進した事業であったとまでは えない。 
 

 

 

は学校と 指導教 の 携の 要 を

し、 は この 携と地 ト ー くりを

実 した。 の 携は地 があるものの、 な

くとも 的な 機 と学校の 携が られるよう

になったことが、これら つの事業の成果であった

と えられる。ただし、今 らかにできたのは事

業のごく一部であることから、今後より多くの

を検討していくことが 要である。 
文部科学省が行った「教育 ー（ 指

導教 ）に する実 」の 果によれば、

の実 や の に して、 期的な文 により

学校との 有を行っている 指導教 は

0 であり、教 員との を した 有は

0 0 である。また 6 0 の 指導教 は教 員に

よって不 校 生 や 者に紹介されている

（文部科学省 01 ）。これは 田（1 ）が らか

にした 1 0 年 後 の 携 から えれば 当

の進 である。このことに して と 事業

が どの程度寄 したかを ることはできないが、

年間の事業が学校と 指導教 の 携体制

を 備したと えてよいだ う。 
 

 

 
1 文部科学省 ー 「不 校への の り

方について」

0 1 1
0 0 1  最終 日  016 年 6 月 30 日 
 「不 校問題に する 研究協力者会 」の第

一 会 にて事務 は ス ー ・ ート・

ト ー 備事業といったような で、 の

ラ を するといったようなことで、

要 をさせていただいているとこ でござ

います と している。 
0

0 1001 最終 日  016 年 6 月 30 日 
3 例えば 文部科学省 学 の は が

携した地 ト ー 作りを進めている もの

として 事業を している（  010  10 ）。 
 ース ー 等に する検討会 の第 10 の

の中で 果が 開されている。
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存 していなかったからではないだ うか。 
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等の 間 体は あるが、 手 や福 など

が1 である一方で東京都には であるよ

うに、 は地 がある。また のう

6 は 000 年 に されたものである（文部

科学省 01 ）。 
本山は全 に ース ー と 指導教 が

れ れ 36 、1 されているとしたう

えで、全 1 の 区町村のう 区町村

（ ）は ース ー も 指導教 もど

らも されていないことを らかにした（本山 
011  3 ）。 ース ー が されているのは

区町村（13 0 ）にすぎない1 。このような

は 003 年ご も 様だったかあるいは一

際 っていたのではないか。したがって の当 、

担当する地 内に 携 な 間 体が してい

た は られていたと思われる。 
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後方 を行っていた。一方地 は地 ト

ー の と協 による を行っていた。特に

「体験的 指導」に する 携が の に

て進 した。 
事業は における 本的な え方の「 携

ト ー による 」を充実させるものとして

成果をあげたと えられる。しかし、 の 携を

進した事業であったとまでは えない。 
 

 

 

は学校と 指導教 の 携の 要 を

し、 は この 携と地 ト ー くりを

実 した。 の 携は地 があるものの、 な

くとも 的な 機 と学校の 携が られるよう

になったことが、これら つの事業の成果であった

と えられる。ただし、今 らかにできたのは事

業のごく一部であることから、今後より多くの

を検討していくことが 要である。 
文部科学省が行った「教育 ー（ 指

導教 ）に する実 」の 果によれば、

の実 や の に して、 期的な文 により

学校との 有を行っている 指導教 は

0 であり、教 員との を した 有は

0 0 である。また 6 0 の 指導教 は教 員に

よって不 校 生 や 者に紹介されている

（文部科学省 01 ）。これは 田（1 ）が らか

にした 1 0 年 後 の 携 から えれば 当

の進 である。このことに して と 事業

が どの程度寄 したかを ることはできないが、

年間の事業が学校と 指導教 の 携体制

を 備したと えてよいだ う。 
 

 

 
1 文部科学省 ー 「不 校への の り

方について」

0 1 1
0 0 1  最終 日  016 年 6 月 30 日 
 「不 校問題に する 研究協力者会 」の第

一 会 にて事務 は ス ー ・ ート・

ト ー 備事業といったような で、 の

ラ を するといったようなことで、

要 をさせていただいているとこ でござ

います と している。 
0

0 1001 最終 日  016 年 6 月 30 日 
3 例えば 文部科学省 学 の は が

携した地 ト ー 作りを進めている もの

として 事業を している（  010  10 ）。 
 ース ー 等に する検討会 の第 10 の

の中で 果が 開されている。

13 

不 校 における 携の 開 

 
10

13  最終 日  016年 月1日。 
 文部科学省 ー 「 校 問題への

について」 
1 0 00

1 1 0 001  最終 日  016年 月 日。 
6 「 され 学 の場 教委「 せ 」 不

校 策」 日新 刊【 部】1 年 月 日。 
 方（ 011）は、ある ース ー が 教育

すると、 教育 しなかった ース ー は 的

なお きを得ていないことで経 的 助や社会的

を得にくくなるということを指 しているが、

ここで されている不 平感とはこのようなこと

と 様であ う。 
 「 間は 外に ース ー 、 の 政

受けられ  ／ 玉」 日新 刊 1 年 月

日。 
 「 の教 員」 研究委 研究が

平成 1 年度に 校で実 され、約 300 が学校

に されていた。約 3 が教 経験者、教育

員・ ラーが約 1 、非 など学校

者が約 であった（文部科学省 00   6 ）。 
10 いじめに い、 者の意 で不 校になった。

指導教 と ース ー をうまく し、特

に 指導教 の行事に参加して 感をま がれ

た （文部科学省 00 年 3 ）という例が

されているの である。 
11 委 先は 間 体もあったが、 果的にこの表は

指導教 と学校・ ・ 機 ・ 間 体と

携していたかどうかを すものとなっている。 
1  文部科学省「事業 平成 16 年度新 ・

充事業、 事業、 平成 1 年度 成年度 事

業 」 
13 661

 最終 日 016 年 6 月 30 日。 
13 この ト ー の中 的 体の一つとなった

体の ア ト ラ は、平成 10 年に

成された高 者による ラ ティア 体である。 
1  文科省にとっては、学校 体が有する

・ ・安 が高次かつ第一義的 であっ

た （  00 0 ）ため、この当 教育行政は

 
間との 携についても 的だったのではないか。

あるいは、 間 体の に、行政との協 によって

自らが「行政の下 け 」（平  003）することを

ける意 があったのではないか。しかしあくまで

であるため、 かめるには当事者への き取り

が 要である。 
1  本山（ 011） ー の表 3 より計 。「 ー

ス ー と教育 ー（ 指導教 ）の

方」がある 区町村は 01 あり、 ース ー の

がある 区町村は 1 あった。 
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『教育 社会学の 』 、 01

年 
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